
1 
 

平成３０年５月１１日 

各  位 

会 社 名  ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

代 表 者 名  代表取締役社長 丸 山 隆 司 

（コード番号9726 東証第１部） 

問 合 せ 先  取締役総務広報部長 西 本 伸 一 

（TEL 03-6891-6840） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成30年６月20日開催予定の第81回定時株主総会

に定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり 

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

当社は、事業構造改革の一環として本年４月に組織改正を実施し、旅行業界を取り巻

く厳しい環境変化に機動的に対応できるよう、グループの事業戦略策定機能および事

業推進機能を当社に集中いたしました。 

これを機に当社では、当社および在京主要会社の本社事務所を、本年11月を目途に 

東京都新宿区に集約し、ホールディングス経営の連携促進および業務の効率化を図る

ことといたしております。このため、現行定款第３条に定める本店所在地を東京都千代

田区から東京都新宿区に変更するものであります。 

なお、本変更につきましては、本年10月31日までに開催される取締役会において決定

する本店移転日をもって効力を生じる旨の附則を設け、その効力発生をもって同附則

は削除するものといたします。 

 

２．変更の内容 
 変更の内容は次のとおりであります。            （下線は変更部分） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総 則 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都千代田区

に置く。 

 

［新設］ 

 

 

第１章 総 則 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都新宿区

に置く。 

 

附則 

第３条の変更は、平成 30 年 10 月 31 日

までに開催される取締役会において決定

する本店移転日をもって効力が発生する

ものとする。なお、本附則は、当該変更の

効力発生をもって削除する。 
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３．定款変更の効力発生予定日 

   平成 30 年 10 月 31 日までに開催される取締役会において決定する本店移転日 

以 上 

 


